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私立高等学校等学び直し支援補助金の受給資格認定申請について（通知） 

私立高等学校等学び直し支援補助金について、受給資格の認定を行いますので、下記の提出書類を取り

まとめの上、令和７年５月 30 日（金）までに提出してください。 

記 

１ 提出書類 

(１) 受給資格の認定申請をする者が作成する書類 

ア 私立高等学校等学び直し支援補助金受給資格認定申請書【様式１】 

イ 令和６年度の課税標準額及び市町村民税の調整控除額が確認できる書類（「令和６年度住民税課

税証明書」等） 

※ただし、高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）の申請で、当課へ個人番号確認

書類等を提出している場合は不要。 

  ウ 退学の事由を証する書類（就学支援金受給資格消滅書等） 

(２) 学校設置者が作成する書類 

  ア 私立高等学校等学び直し支援補助金受給資格認定申請者一覧【様式２】 

  イ 私立高等学校等学び直し支援補助金受給資格認定申請者一覧（１単位あたりの授業料を徴収す

る場合）【様式２】※単位制のみ 

２ 受給対象者の要件 

私立高等学校等学び直し支援補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第２条第１項各号（第９号を

除く。※）のいずれにも該当する者であること。 

※ 要綱第２条第１項第９号の要件については、令和７年４月１日から令和８年３月 31日までの間

は適用しないこととする予定であること（今後要綱改正予定）。 

３ 申請に当たっての留意事項 

 (１) 本補助金の要件（要綱第２条第１項各号（第９号を除く。）の要件）に該当する者が、本補助金

の対象となる前の就学支援金の所得判定において所得制限となる期間がある場合、当該期間につい

て就学支援金の所得要件を満たしていれば支給されるべき就学支援金の額を本補助金の臨時措置と

して、本補助金の対象期間以後の部分と合わせて、支給することを予定しています（今後要綱改正予

定）。 

そのため、令和７年度に限り、当該臨時措置の対象者を県において適切に把握する必要があること

から、各学校においては、在学者のうち、要綱第２条第１項各号（第９号を除く。）の要件に該当し



うる者を事前に把握していただき、以下のとおり対応願います。 

  ア 令和７年４月から６月までの間に本補助金の対象となる者について 

    令和７年５月 30日までに本補助金の申請書を提出願います。また、本補助金の受給対象月まで

に就学支援金の支給対象期間があり、就学支援金の新規申請（届出）が必要な対象者の場合には、

就学支援金の申請（届出）も行っていただくようお願いします。 

  イ 令和７年７月以降に本補助金の対象となる者について 

    受給開始月までに本補助金の申請書を提出願います。アと同様、本補助金の受給対象月までに

就学支援金の支給対象期間があり、就学支援金の新規申請（届出）が必要な対象者の場合には、就

学支援金の申請（届出）も行っていただくようお願いします。 

    なお、令和７年７月以降就学支援金の支給対象期間がある者で、同年８月以降に本補助金の対

象となる者については、今年度に限り、令和７年７月中に、就学支援金に係る申請（又は届出）に

併せ、本補助金に係る申請を行っていただくことになります。詳細につきましては改めて通知いた

します。 

(２) 受給資格認定後に交付申請、交付決定となります。交付は、対象月を４～６月、７～９月、10～

12 月、１～２月、３月の５期に分け、学校設置者から県への支払請求に基づき行う予定です。（詳細

は、別途通知します。） 

 (３) 提出期限以降に新たに対象者が生じた場合は、速やかに連絡願います。 

 (４) 収入状況の確認については、収入状況届出書により別途提出依頼を行います。 

４ その他 

 (１) ３(１)の臨時措置に関し、今後要綱及び事務処理通知を改正予定です。改正後の要綱等につい

ては、おってお知らせします。 

 (２) 令和５年度から家計急変支援制度を創設したことに伴い、該当がある場合には、次のとおり取

り扱います。 

  ア 提出書類 

受給資格認定申請書（様式１）について、従来の申請分と家計急変支援分の様式を区別している

ので、申請手続の際は留意のこと（家計急変分は、申請書（表面）右上にその旨を明示）。 

  イ 提出期限 

家計急変支援分は、通知の期限以降も、随時申請を受け付けます。なお、申請期限は、今年度の

最終の変更手続に合わせ、別途通知します。 
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